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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・税務係 

個人情報ファイルの名称 総合収納管理（異動処理等） 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
過誤納金が発生した者に対する還付又は充当、口座振替を申請

する者の口座登録事務を行うため 

記録項目 

１支払情報（支出決定日、支払方法）、２口座基本（科目、納

付番号、納付方法）、３口座情報（金融機関、本支店、預金種

別、口座番号、名義人）等 

記録範囲 
過誤納金が発生した者、荒尾市公金等口座振替依頼書を提出し

た者 

記録情報の収集方法 本人、住民情報システム(Acrocity) 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・市民税係 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税（種別割）課税台帳 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税（種別割）の賦課事務を行うため 

記録項目 

1 納税義務者情報（氏名、住所、カナ氏名、生年月日、性別）、 

2 所有者情報（氏名、住所）、3 使用者情報（氏名、住所）、4 課

税客体情報、5税額 

記録範囲 
軽自動車税（種別割）納税義務者及び軽自動車の所有者・使用

者 

記録情報の収集方法 
本人、軽自動車検査協会、地方公共団体情報システム機構、公

用請求により官公署 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・市民税係 

個人情報ファイルの名称 軽自動車検査情報市区町村提供システム 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税（種別割）の賦課事務を行うため 

記録項目 

1 所有者情報（氏名、住所）、2 使用者情報（氏名、住所）、3 課

税客体情報 

記録範囲 
軽自動車税（種別割）軽自動車の所有者・使用者（過去の使用

者、所有者も含む） 

記録情報の収集方法 本人、軽自動車検査協会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・市民税係 

個人情報ファイルの名称 住民情報システム(Acrocity) 個人住民税－課税台帳 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 

・市民税・県民税の賦課を行うため 

・特別徴収による市民税・県民税の賦課を行うため 

・国民健康保険税の賦課を行うため 

・市税の諸証明発行に関する事務 

記録項目 

１．賦課状況 ２．納税義務者情報（住所、行政区、氏名、カ

ナ氏名、生年月日、年齢、性別、勤務先、電話番号、送付先住

所、口座番号、転入者の場合前住所） ３．収入・所得情報、

控除情報 ４.所得控除・支払額 ５.税額 ６.専従者情報（専

従者人数、専従者控除額） 

記録範囲 

・1 月 1日現在、荒尾市に住民票の登録がある者及び住所登録

外課税者 

・国民健康保険の被保険者及びその世帯主 

記録情報の収集方法 本人、住民情報システム(Acrocity)、申告支援システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・市民税係 

個人情報ファイルの名称 申告支援システム 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
・市民税・県民税の賦課を行うため 

・特別徴収による市民税・県民税の賦課を行うため 

記録項目 

１．賦課状況 ２．納税義務者情報（住所、氏名、カナ氏名、

生年月日、年齢、性別、勤務先、電話番号、口座番号、住登外

課税の当該住所地） ３．所得情報、控除情報 

記録範囲 
1 月 1 日現在、荒尾市に住民票の登録がある者及び住所登録外

課税者 

記録情報の収集方法 本人、住民情報システム(Acrocity) 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・市民税係 

個人情報ファイルの名称 課税調書 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 

・市民税・県民税の賦課を行うため 

・特別徴収による市民税・県民税の賦課を行うため 

・市税の諸証明発行に関する事務 

記録項目 

１．納税義務者情報（現住所、1月 1日現在の住所、氏名、カ

ナ氏名、生年月日、職業、世帯主氏名、続柄、電話番号、個人

番号） ２．所得情報、控除情報 

記録範囲 
1 月 1 日現在、荒尾市に住民票の登録がある者及び住所登録外

課税者 

記録情報の収集方法 本人、住民情報システム(Acrocity) 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・市民税係 

個人情報ファイルの名称 給与支払報告書 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 特別徴収による市民税・県民税の賦課を行うため 

記録項目 

１．納税義務者情報（現住所、1月 1日現在の住所、氏名、カ

ナ氏名、生年月日、職業、世帯主氏名、続柄、電話番号、個人

番号） ２．所得情報、控除情報 

記録範囲 
1 月 1 日現在、荒尾市に住民票の登録がある者及び住所登録外

課税者 

記録情報の収集方法 本人の勤務先 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・市民税係 

個人情報ファイルの名称 住民情報システム(Acrocity) 法人市町村民税－基本台帳 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 法人市民税の申告受付、納付に関する事務 

記録項目 

１.代表者氏名、代表者カナ氏名 

記録範囲 
本市に本店を置いている法人や本市に支店を置いている法人

の代表者 

記録情報の収集方法 本人、税理士 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・市民税係 

個人情報ファイルの名称 市町村事務処理標準システム 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税の賦課を行うため 

記録項目 

１．賦課状況 ２．被保険者情報（保険証番号、住所、行政区、

氏名、カナ氏名、生年月日、年齢、性別、国保続柄、電話番号、

資格取得日、資格喪失日、国民健康保険加入理由、送付先住所、

口座番号、転入者の場合前住所） ３．所得情報 

記録範囲 国民健康保険の被保険者及びその世帯主 

記録情報の収集方法 本人、住民情報システム(Acrocity) 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



10 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・市民税係 

個人情報ファイルの名称 非自発的失業者申請名簿 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税の賦課を行うため 

記録項目 

１．住民コード ２．氏名 ３．カナ氏名 ４．生年月日 

５．離職日 ６．離職時年齢 ７．離職コード ８．申請受付

日 ９．軽減該当年度 10．世帯主の氏名 11．世帯主の住民

コード  

記録範囲 国民健康保険の被保険者で、非自発的失業申請者 

記録情報の収集方法 本人、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



11 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・資産税係 

個人情報ファイルの名称 住民情報システム（Acrocity） 固定資産税－課税台帳 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 

・固定資産（土地・家屋・償却資産）を所有している者に対し、

固定資産税の賦課を行うため 

・固定資産を所有している者に、必要に応じて評価証明書等を

発行するため 

記録項目 

１所有者情報（所有者氏名、所有者カナ氏名、所有者住所）、

２課税資産情報（所在地、登記地目、登記地籍、課税地目、課

税地籍、構造、種類、屋根、建築年、床面積、取得価額、数量、

取得年月、評価額、課税標準額、固定資産税相当額）等 

記録範囲 毎年 1月 1日に固定資産を所有している者 

記録情報の収集方法 本人、熊本地方法務局玉名支局 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・資産税係 

個人情報ファイルの名称 固定資産を現に所有する者の申告書 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 

登記簿又は補充課税台帳に所有者として登記又は登録された

個人が死亡している場合における当該固定資産を所有してい

る者を把握するため 

記録項目 

１所有者情報（所有者氏名、所有者住所）、２申告者情報（申

告者氏名、申告者住所）、３現所有者情報（現所有者住所、現

所有者氏名、現所有者カナ氏名、所有者との続柄） 

記録範囲 

登記簿又は補充課税台帳に所有者として登記又は登録された

個人が死亡している場合における当該固定資産を所有してい

る者 

記録情報の収集方法 本人、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



13 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・資産税係 

個人情報ファイルの名称 建築確認受付簿 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 建築確認申請書を提出した者を把握するため 

記録項目 

１申請者情報（申請者氏名、申請者住所）、２家屋情報（所在

地、階数、床面積、構造、用途、新築・増築の別、完成予定日） 

記録範囲 建築確認申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 



14 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・資産税係 

個人情報ファイルの名称 償却資産申告書 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
固定資産（償却資産）を所有している者に対し、固定資産税の

賦課を行うため 

記録項目 

１所有者情報（所有者氏名、郵便番号、住所、個人番号または

法人番号、事業種目、事業開始年月）、２課税資産情報（種類、

取得価額、課税標準額、決定価格、評価額、資産の所在地）、

３事業種目、４事業開始年月 等 

記録範囲 毎年 1月 1日に固定資産（償却資産）を所有している者 

記録情報の収集方法 本人、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 


